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規    則 
那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会規則の一部を改正する規則

（総務課） 
 

那覇市規則第31号  

平成26年６月４日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則（総

務課） 
那覇市規則第32号  

平成26年６月４日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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訓    令 
 

那覇市事務決裁規程の一部を改正する訓令（総務課） 
那覇市訓令第12号  

平成26年６月16日  

 

 

那覇市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市市政情報センター規程の一部を改正する訓令（総務課） 
那覇市訓令第13号  

平成26年６月16日  

 

 

那覇市市政情報センター規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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告    示 
 

平成 25 年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状

況報告書」の公表について（総務課） 
那覇市告示第 130 号  

平成 26 年５月 30 日  

掲 示 済  

 

 

平成 25 年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状況報

告書」の公表について 

 

 

那覇市情報公開条例第14条及び那覇市個人情報保護条例第25条の規定に基づき、

平成 25年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状況報告書」を別

紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

（別紙略）※なお、別紙は市政情報センターにて閲覧可能 

 

 

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について（まちづくり協働推進課） 
那覇市告示第 143 号  

平成 26 年６月３日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の２第１項の認可を受けた地縁に

よる団体について、同条第１１項の規定による告示事項の変更の届出があったので、

同条第 10項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 名     称   仲井真ハイツ自治会 

 

２ 事務所の所在地   那覇市字仲井真 398番地 10  

  

３ 変更があった事項及び内容 

（１） 代表者の変更 

変更前の代表者の氏名及び住所 

氏名 玉城 敏邦 

住所 那覇市仲井真 393番８ 

変更後の代表者の氏名及び住所 

氏名 金城 孝 

住所 那覇市字仲井真 393番地 12 

（２） 事務所所在地の変更 

変更前の事務所所在地  

住所 那覇市仲井真 393番８  

変更後の事務所所在地 

住所 那覇市字仲井真 398番地 10  

 

 

 

 

平成 25 年度下半期那覇市の財政(平成 26 年３月 31 日現在)（財政課） 
那覇市告示第 155 号  

平成 26 年６月 16 日  

 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和 27年法律第 292号）第 40条の２第１項の規定により、平成 25年 10月１日から

平成 26年３月 31日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のと

おり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 25年度下半期那覇市の財政(平成 26年３月 31日現在) 

 

１ 一般会計・特別会計 歳入及び歳出の状況     

                                  （単位：千円） 

 

 区  分 予算現額 

上半期 下半期 年 間 年 間 

 収入済額 収入済額 収入済額 収入率 

 支出済額 支出済額 支出済額 執行率 

 
(1) 一般会計 140,012,436 

58,280,052 61,624,289 119,904,341 85.6% 

 49,427,205 67,649,065 117,076,270 83.6% 

 
(2) 特別会計 73,987,705 

27,105,470 30,355,563 57,461,033 77.7% 

 31,896,379 34,770,637 66,667,016 90.1% 

    土地区画

整理事業 
845,216 

477,718 404,095 881,813 104.3% 

   78,995 667,753 746,748 88.3% 

   国民健康

保険事業 
47,887,655 

16,662,770 15,286,585 31,949,355 66.7% 

 内   21,821,260 21,327,065 43,148,325 90.1% 

    市街地再

開発事業 
141,244 

499 132,845 133,344 94.4% 

    65,750 66,593 132,343 93.7% 

    介護保険

事業 
21,879,297 

8,810,816 12,553,361 21,364,177 97.6% 

     8,649,855 11,012,875 19,662,730 89.9% 

     後期高齢

者医療 
2,855,427 

982,718 1,778,296 2,761,014 96.7% 

    1,132,820 1,537,843 2,670,663 93.5% 

 訳    病院事業

債管理 
265,808 

133,000 132,807 265,807 100.0% 

   

  

  133,000 132,807 265,807 100.0% 

   母子寡婦

福祉資金

貸付事業 

113,058 

37,949 67,574 105,523 93.3% 

     14,699 25,701 40,400 35.7% 

 
合計(1)＋(2) 214,000,141 

85,385,522 91,979,852 177,365,374 82.9% 

 81,323,584 102,419,702 183,743,286 85.9% 
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一般会計歳入及び歳出の状況 

歳 入                               （単位：千円） 

  予算科目 予算現額 上半期 下半期 年間 年間 

      収入済額 収入済額 収入済額 収入率 

   市税 42,536,974 23,941,345 18,004,044 41,945,389 98.6% 

   地方譲与税 645,314 233,828 449,988 683,816 106.0% 

   地方交付税 14,083,710 9,071,252 4,960,368 14,031,620 99.6% 

   分担金及び負担金 1,827,816 856,702 899,384 1,756,086 96.1% 

   使用料及び手数料 2,879,532 1,347,811 1,474,184 2,821,995 98.0% 

   国庫支出金 33,885,754 14,160,989 15,261,903 29,422,892 86.8% 

   県支出金 20,565,555 1,593,638 8,384,489 9,978,127 48.5% 

   繰入金 425,212 0 422,075 422,075 99.3% 

   繰越金 3,662,076 3,662,076 0 3,662,076 100.0% 

   諸収入 2,511,485 1,238,732 814,929 2,053,661 81.8% 

   市債 12,623,157 0 9,092,357 9,092,357 72.0% 

   その他 4,365,851 2,173,679 1,860,568 4,034,247 92.4% 

   合   計 140,012,436 58,280,052 61,624,289 119,904,341 85.6% 

 

歳 出                                         （単位：千円） 

  予算科目 予算現額 上半期 下半期 年間 年間 

      支出済額 支出済額 支出済額 執行率 

   議会費 791,657 408,836 359,061 767,897 97.0% 

   総務費 12,279,896 2,795,526 6,324,271 9,119,797 74.3% 

   民生費 61,879,820 24,017,664 32,267,787 56,285,451 91.0% 

  衛生費 9,465,239 3,685,297 4,257,459 7,942,756 83.9% 

   労働費 585,853 293,528 145,959 439,487 75.0% 

   農林水産業費 181,964 67,914 83,828 151,742 83.4% 

   商工費 3,007,912 925,332 971,819 1,897,151 63.1% 

   土木費 21,189,413 4,872,733 7,673,542 12,546,275 59.2% 

   消防費 3,094,498 1,242,322 1,396,785 2,639,107 85.3% 

   教育費 13,480,309 4,871,013 6,416,495 11,287,508 83.7% 

   災害復旧費 4 0 0 0 0.0% 

   公債費 14,014,575 6,247,040 7,752,059 13,999,099 99.9% 

   その他 41,296 0 0 0 0.0% 

   合   計 140,012,436 49,427,205 67,649,065 117,076,270 83.6% 

 

３ 市の財産 

①土地（道路、公園など）                  2,864,574 ㎡ 

②建物（学校、図書館など）                 1,085,712 ㎡  

③基金（特定の目的のための資金の積立など）            18,918,957 千円 

④有価証券（株券）                                  3,562,861 千円 
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４ 一時借入金の現在額 

5,329,000 千円 

 

５ 市債残高（一般会計・特別会計）     

（単位：千円） 

 
借入先 一般会計 

市街地再開発事業

特別会計 
合 計 

 

 財政融資資金 70,639,233 1,694,783 72,334,016  

 郵便貯金資金 969,418 0 969,418  

 簡易生命保険資金 12,994,487 0 12,994,487  

 地方公共団体金融機構 21,338,302 0 21,338,302  

 国の予算貸付等 378,900 163,900 542,800  

 市中銀行 20,298,673 0 20,298,673  

 その他の金融機関 1,073,452 0 1,073,452  

 共済等 6,619,985 232,544 6,852,529  

 その他 512,558 0 512,558  

 合    計 134,825,008 2,091,227 136,916,235 

※その他は沖縄県貸付資金（市町村振興資金貸付基金及び交通方法変更記念特別

事業貸付基金）である。 

 

６ 市民１人当たり行政経費及び市税負担額（一般会計）  

   平成 26年３月 31日現在人口  321,678 人 （外国人登録人口を含む） 

    市民１人当たり行政経費   435,257 円 

市民１人当たり市税負担額  132,235 円 

（単位：円）  

 １人当たり行政経費 435,257 

  議会費 2,461 

  総務費 38,174 

  民生費 192,366 

  衛生費 29,425 

  労働費 1,821 

  農林水産業費 566 

  商工費 9,351 

  土木費 65,872 

  消防費 9,620 

  教育費 41,906 

  災害復旧費 0 

  公債費 43,567 

  その他 128 
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７ 平成 25年度予算総括表 

  （単位：千円） 

 

 

 会 計 別 平成 25年度 平成 24年度 増減額 

平成 25 

年度対  

平成 24 

年度対 

     

当初予算 当初予算 

  

前年度 

増減率 

前年度 

増減率 

 一般会計 128,088,000 125,623,000 2,465,000 2.0% 1.2% 

 特別会計 68,679,965 67,003,510 1,676,455 2.5% 5.2% 

 

内 
 
 

訳 

土地区画整 

理事業 571,319 1,555,569 △984,250 △63.3% △15.5% 

 

国民健康保 

険事業 43,370,585 41,965,473 1,405,112 3.3% 5.7% 

 

市街地再開 

発事業 349,686 151,855 197,831 130.3% △88.6% 

 

介護保険事 

業 21,222,109 20,354,282 867,827 4.3% 12.5% 

 

後期高齢者 

医療 2,815,884 2,624,389 191,495 7.3% 2.1% 

 

病院事業債 

管理 269,891 217,932 51,959 23.8% 111.3% 

 

母子寡婦福祉 

資金貸付事業 80,491 0 80,491 皆増 皆増 

 

公営墓地整 

備等事業 0 134,010 △134,010 皆減 347.5% 

  合   計 196,767,965 192,626,510 4,141,455 2.1% 2.6% 
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那覇市上下水道局業務の状況の公表（水道事業） 

 

 

１ 事業の概要 

主要統計 

                               平成 26年 3月 31日現在 

 

項 目          単位  実 績            

給水人口 人 319,680 

給水戸数 戸 153,627 

給水栓数 栓 98,486 

総配水量 ｍ3 38,567,178 

一日平均配水量 ｍ3 105,664 

一日最大配水量 ｍ3 114,020 

有収水量 ｍ3 37,274,051 

有収率 % 96.65 

 

水道料金調定・収納状況                 平成 26年 3月 31日現在     (税込)    

 
 予算額 

（円） 

 

調定額 

（円） 

 

収納額 

（円） 

 

収納率 

(％) 

 

未納額 

（円） 

 

 

7,334,467,000 7,368,739,367 6,132,800,569 83.23 1,235,938,798 
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土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について（環境保

全課） 
那覇市告示第 156 号  

平成 26 年６月 16 日  

 

 

 

土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について 

 

 

土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 11 条第１項の規定により、特定有

害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をし

なければならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指定するので、

同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 形質変更時要届出区域 別図のとおり（那覇市港町３丁目２番１号地内） 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号。以下「規則」という。）

第 31条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類 ベンゼン 

３ 規則第 31 条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類 鉛及びその

化合物 
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公    告 
 

住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 
那覇市公告第 82 号  

平成 26 年６月４日  

掲 示 済  

 

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 
那覇市公告第 84 号  

平成 26 年６月５日  

掲 示 済  

 

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 

沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項において準用する

同法第 20条第１項の規定による都市計画変更図書の写しの送付を受けたので、同条

第２項及び同法施行規則(昭和 44年建設省令第 49号)第 12条の規定により、次のと

おり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 都市計画の種類 

(1) 那覇広域都市計画区域区分の変更 

(2) 那覇広域都市計画臨港地区の変更 

 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

(1) 那覇広域都市計画区域区分の変更 

「若狭 1丁目地先地区」（那覇市若狭１丁目） 

(2) 那覇広域都市計画臨港地区の変更 

「泊・新港臨港地区」（那覇市若狭１丁目） 

 

３ 縦覧場所 

  那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 
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高速デジタル印刷機賃貸借の制限付一般競争入札の実施について（総

務課） 
那覇市公告第 92 号  

平成 26 年６月 11 日  

掲 示 済  

 

 

高速デジタル印刷機賃貸借の制限付一般競争入札の実施について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札（以下「入札」という。）を実施することについて、地方自治法施行令（昭

和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第

13条の規定に基づき、次のとおり公告します。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

 （１）件  名  那覇市高速デジタル印刷機賃貸借 

 （２）履行場所  那覇市泉崎 1丁目１番１号 

          那覇市役所総務部総務課印刷室 

 （３）契約内容  那覇市の指定する機能を備えた高速デジタル印刷機を受注者

が那覇市役所本庁舎印刷室に設置し、那覇市がこれを借り受

ける。 

 （４）予定価格  9,684,000円（消費税抜き） 

 （５）最低制限価格 設定しない。 

 （６）入札の基本条件 

    ア 印刷機の名称 

       高速デジタル印刷機 

    イ 印刷機の規格及び条件 

       別紙仕様書のとおり 

    ウ 印刷機の賃貸借期間 

       平成 26年９月１日（月）から平成 31年８月 31日（土） 

    エ 賃貸借契約の注意点 

       賃貸借契約金額は、高速デジタル印刷機及び周辺機器、ソフトウェ

アを含んだ金額とし、リース料率分の経費を含む 

    オ 支払い方法 

       原則として、月払いとする。 

２ 入札参加資格条件 

 （１）市内に本社、支社、支店、営業所を有するものであること。 

 （２）定款又は商業登記簿でリース業又は動産賃貸業を営んでいることを定めて

いる者であること。 

 （３）事務用機器類の賃貸借に関して、直近２事業年度以上の営業実績を有して
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いること。  

 （４）地方自治法施行令第 167条の４に該当しない者であること。 

 （５）市税に滞納がない者であること。 

 （６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基

づく再生手続開始の申立てがなされてない者であること。 

 （７）経営状態が著しく不健全であると市長が認めるものに該当しない者である

こと。（公告日の３月前から落札決定日までの間に不渡り等を生じていな

いものであること。） 

 （８）納入する印刷機のメーカー又はメーカー系保守業者と保守業務及びプリン

ト使用料について提携又は提携予定であること。 

 （９）過去２ヵ年の間に国（公社、公団及び独立行政法人を含む。）又は地方公共

団体と印刷機・複写機等の賃貸借に係る契約を２回以上締結し、かつ、こ

れらをすべて誠実に履行した者（その契約金額の合計額が 390万円以上（消

費税抜き）となること） 

 （10）その他市長の定める所定の要件を満たしている者であること。 

 

３ 入札参加資格申請及び資格の確認 

  入札を希望する者は、次のとおり申請し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

 （１）申請期間 平成 26年６月 11日（水）～平成 26年６月 18日(水)まで 

         （土、日を除く） 

 （２）申請時間 午前９時～午後５時まで（正午～午後１時を除く） 

 （３）申請場所 那覇市総務部総務課総務文書グループ 

（那覇市泉崎１-１-１ 098-862-9911） 

 （４）申請方法 次の書類各１部を申請期間内に持参又は郵送（郵便にあっては

書留郵便に限る。）により提出する。なお、申請用紙は、総務部

総務課で受け取るか、又は那覇市のホームページ（新着情報）

からダウンロードすること。 

       ア 入札参加資格審査申請書 

       イ 高速デジタル印刷機仕様確認書 

       ウ 提携予定保守業者報告書 

       エ 市税に滞納のないことの証明（完納証明書） 

       オ 申込書を提出する直近の貸借対照表及び損益計算書 

       カ 登記事項証明書（原本） 

       キ 契約実績証明書 

 （５）入札参加資格の確認結果 

   ア 入札参加資格の確認結果については、各申請者に「入札参加資格審査確

認通知書」、又は「入札参加資格不適格通知書」を平成 26年６月 24日（火）

までに郵便により通知する。 

   イ 「入札参加資格審査申請書」を提出期限までに提出しない者、及び入札

参加資格がないと確認された者は、入札に参加できないこととする。 

     なお、入札参加資格があると認められた者であっても、確認結果の通知

後に入札資格を欠く事項が判明した場合は、その確認結果を取り消すこと

とする。 
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４ 入札説明会 

  入札説明会は実施しない。 

 

５ 本件入札に関する質問及び回答 

（１）質問期間  平成 26年６月 11日（水）～平成 26年６月 19日(木)午後５

時まで 

 （２）質問提出先 総務部 総務課 

          E-mail: nahainfo@neo.city.naha.okinawa.jp 

 （３）回答期限  平成 26年６月 20日(金)午後５時  

本件入札に関する質問については、平成 26年６月 19日（木）午後５時ま

で受付ける。（第 3号様式をファックス又は E-mailで送付すること）なお、

本件入札に関する質問にあっては、個別に対応する必要があると判断したも

のを除き、入札に参加しようとする全員にメールで通知又は那覇市のホーム

ページで公開する。 

 

６ 入札 

  入札に参加する者は、第４号様式による入札書（以下「入札書」という。）を下

記のとおり提出しなければならない。 

 （１）入札書の提出方法  書留郵便により提出する。 

    （入札書の受領期限までに必着するよう送付すること。） 

※別添 封筒作成例参照 

 （２）入札書の受領期限 平成 26年７月 3日（木）午後５時 

（３） 入札書の提出場所 

〒900-8585 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市総務部 総務課 

 （４）提出書類 

    ア 入札書 

    イ 代表者印の印鑑証明書 

 

７ 入札書の不受理・無効 

  那覇市高速デジタル印刷機賃貸借制限付一般競争入札心得（以下「心得」とい

う。）第 11条及び第 12条参照。 

 

８ 入札参加者がいない場合の取扱い 

  心得 第 15条第２項参照。 

  なお、入札参加者が一人の場合でも入札は有効とする。 

 

９ 入札保証金、契約保証金 

（１） 入札保証金 

那覇市契約規則第 12条第１項第２号の規定に基づき免除する。 

 （２）契約保証金 

    免除する。ただし、契約の相手方が正当な理由なく契約を履行しないとき

は、見積もった契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として納付

mailto:nahainfo@neo.city.naha.okinawa.jp�
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しなければならない。 

 

10 開札 

 （１）開札日時  平成 26年７月４日（金）午前 10時 

 （２）開札場所  那覇市役所本庁５階入札室 

 （３）開札の立会 当該入札の参加者は、希望により開札に立会いをすることが

できる。ただし、参加者である代表者以外の代理人が立会いに参加する場合

は、委任状（第７号様式）を開札日当日に提出するものとする。なお、参加

希望の立会人がいない場合は、入札業務に関係のない那覇市職員が立会いを

行う。（注）開札の立会人は、当日認印を持参すること。また、委任状の日

付は、公告日以降、開札日までの日を記入すること。 

 

11 その他必要な事項 

 （１）提出された書類は返却しない。 

 （２）台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までに

バスの運行が開始されなければ、開札は延期となる。延期後の日時は、メー

ル及び那覇市ホームページで掲載する。 

 

12 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨 

  日本語及び日本国通貨 

 

13 問合せ先 

  この公告、那覇市役所ホームページ・入札・開札・契約に関すること 

  那覇市役所 総務部 総務課  担当者：鬼塚、町田 

  電話番号  098-862-9911   FAX番号  098-862-0602 

 

14 仕様書・様式等の確認方法 

  那覇市ホームページ→新着情報（お知らせ）那覇市高速デジタル印刷機賃貸借

制限付一般競争入札 
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制限付一般競争入札の実施について（建築指導課） 
那覇市公告第 96 号  

平成 26 年６月 16 日  

 

 

 

制限付一般競争入札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項及の規定に基づき、制限

付一般競争入札を実施する。よって、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。

以下、「施行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定に基づ

き、次のとおり公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）業 務 名：平成 26年度那覇市アスベストデータベース整備業務委託 

（２）場  所：那覇市全域 

（３）概  要：本業務は、建築物のアスベスト対策を公平かつ着実に推進するた

めの「建築物アスベストデータベース」の整備を目的とし、次に掲

げる業務を実施するものとする。 

ア 建築計画概要書及び建築確認台帳のスキャニング（ＰＤＦ化） 

イ 建築計画概要書及び建築確認台帳記載情報を甲が提供する入力

支援ツール（ＡＰＳ形式）を利用し、データ入力する。 

ウ 入力したデータと上記アで作成した PDF ファイルを紐付けし、

「建築物アスベストデータベース」の作成を行う。 

（４）履行期間：契約締結日から平成 27年２月 28日まで 

（５）予定価格：14,040,000円(税込) 

（６）最低制限価格：予定価格の 6/10から 8/10までの範囲で設定し、開札後公表

する。 

（７）本委託は、紙による入札手続きを行う。 

（８）本委託は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型である。 

 

２ 入札参加資格要件 

公告日から落札者決定日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

（１）施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）那覇市長から指名停止の措置を受けていない者であること。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てをしていない者であること。 
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（４）経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であること。

（公告日の３ヶ月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者である

こと。（３）に該当するものを除く。） 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準

じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているな

ど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。 

（６）プライバシーマークの認定又は ISO27001認証を有している者であること。 

（７）沖縄県内に事業所（契約可能な本店又は支店等）が有る法人であること。 

（８）本委託業務に際し、この公示または仕様書に合致した業務を確実に履行でき

る者で、過去２ヵ年の間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体とその種

類及び規模を同じくする契約を 2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し

た者。 

 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書（以下、「資格確認申

請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

なお、期限までに資格確認申請書（第 1号様式）を提出しない者は、本競争に参

加することができない。 

（１）提出期限：平成 26年６月 27日(金)午後５時まで 

（２）提出場所：沖縄県那覇市泉崎 1-1-1 

那覇市役所本庁舎９階  建築指導課 

 

４ 入札について 

（１）入 札 日：平成 26年７月２日(水)午前 11時 00分 

（２）入札場所：沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所本庁舎９階 901会議室 

（３）開札日時：入札終了後、即時おこなう。 

（４）その他事項については入札説明書による。 

 

５ 資格確認資料の提出と入札参加資格の確認について（落札候補者のみ提出） 

（１）落札候補者の資格確認 

 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格を持って有効な入札をし

た者（以下、「落札候補者」という。）を順次順位を付する。なお、落札について

は保留し、入札参加資格審査後に落札者を決定する。 

ア 資格確認資料提出の連絡：開札後、平成 26 年７月２日(水)午後５時（予

定）までに対象業者あてに連絡する。 

イ 提出期限：指定された期限までに提出すること。 

ウ 提 出 先：那覇市建築指導課まで持参すること。 

（２）入札参加資格の確認結果通知（落札者決定通知） 

  平成 26年７月９日(水)（予定）までに通知する。 

（３）その他事項については入札説明書による。 

 

６ 契約締結時期 

落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当

者が特に指示したときは、この限りでない。 
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７ 入札保証金、契約保証金、支払い条件に関する事項 

（１）入札保証金：免除する。 

（２）契約保証金：免除する。 

（３）前 金 払：適用しない。 

（４）部 分 払：適用しない。 

 

８ 本案件に関する質問・回答 

（１）提出期間：公告日から平成 26年６月 25日(水)17時まで 

（２）提出方法：質問書（第２号様式）を FAXで提出すること。（質問がなければ提

出不要） 

（３）提 出 先：那覇市建築指導課 担当 矢島 宛 FAX:098-951-3245 

（４）回 答 日：平成 26年６月 27日(金) 

（５）回答方法：那覇市建築指導課ホームページに掲載する。 

 

９ その他 

（１）入札参加者は、契約書(案)及び仕様書、入札説明書等を熟読しこれを遵守す

ること。 

（２）契約書(案)、仕様書、入札説明書、様式等については那覇市建築指導課ホー

ムページに掲載する。 

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/sidou/ 

 

 

 

 

公共嘱託登記業務に関する制限付一般競争入札の実施について（道路

建設課） 
那覇市公告第 97 号  

平成 26 年６月 16 日  

 

 

 

公共嘱託登記業務に関する制限付一般競争入札の実施について 

 

 

 

登記事務業務の委託について、次のとおり制限付一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の６第１

項及び那覇市契約規則（1971 年那覇市規則第 13 号。）第 13 条第１項の規定により

公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/sidou/�
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１ 入札に付する事項 

（１） 件   名 平成 26 年度 用地調査測量及び土地の表示に関する登記

申請業務委託 

（２）業務の仕様等  仕様書及び入札説明書による。 

（３）履行期間    契約の日から平成 27年３月 31日まで 

（４）履行場所    那覇市役所管内 

（５）設計価格    47,369,000円（消費税抜き） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満足している者であり、かつ、当該入札に参加する

者に必要な資格の確認を受けた者であること。 

（１） 施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 次のアからウまでに掲げるいずれかの条件を満たす者であること。 

ア 土地家屋調査士にあっては、沖縄県土地家屋調査士会の会員であり、那

覇市内に事務所を設置している５人以上が連帯して請け負い、その代表者

が応札すること。 

 イ 土地家屋調査士法人にあっては、沖縄県土地家屋調査士会の会員であり、

土地家屋調査士が５人以上在籍する那覇市内に事業所を設置している土

地家屋調査士法人であること。 

ウ 公益社団法人沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。 

 

３ 入札説明書の配布及び入札に参加する者に必要な資格の確認 

入札に参加を希望する者は、那覇市 建設管理部 道路建設課備え付けの設計

図書を受け取り、２に掲げる事項について証明できる書類を添付して、次のと

おり当該入札に参加する者に必要な資格の確認の申請をすること。 

   なお、提出期間内に当該申請を行わなかったときには、当該資格が与えられ

ない場合がある。 

（１）配布及び提出期間 平成 26年６月 16日（月）から 26年６月 20日（金）の

午前８時 30分から午後５時 15分まで（土曜日、日曜日

及び祝日は除く）。 

（２）配布及び提出場所 沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

            那覇市 建設管理部 道路建設課 

（那覇市役所本庁舎７階） 

            電話番号 ０９８－９５１－３２２１ 

            （担当：工事グループ 渡名喜） 

（３）提出方法     提出場所に持参すること。 

 

４ 契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 

  ３－（２）に同じ。 

 

５ 入札の方法 

（１）郵便入札（一般書留、配達証明、配達日指定郵便のすべてを指定し郵送する

こと）。 

（２）配達指定日 平成 26年７月３日（木） 
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        ※配達日を指定するためには、配達指定日の２日前までに郵便

局での手続きが必要。 

（３）宛先  〒９００－００２１ 那覇市泉崎１丁目１番１号 

       那覇市役所本庁舎 建設管理部 道路建設課 

（４）その他 直接持参又はファックスによる入札は不可とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除する。ただし、落札者が正当な理由無く契約を締結しな

い場合はその落札は効力を失い、損害賠償金として、見積も

った契約金額の 100分の５以上を那覇市に納付しなければな

らない。 

 

（２）契約保証金 免除する。 

 

７ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、

提出した書類に関し、那覇市道路建設課から説明を求められた場合は、それに

応じなければならない。 

 

８ 入札の無効 

   競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札

は無効とする。 

 

９ その他 

（１）入札方法 入札参加者は、各項目の予定数量に応じた単価を各々算出し、そ

の合計額を契約希望金額とすること。落札者の決定にあたっては、

入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、

入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108分の 100に相当

する金額を入札書に記載すること。入札の際は、封筒に入札書と

業務数量表（特記仕様書の別紙２）を同封すること。 

（２）落札者の決定の方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）その他 詳細は、別途配布の入札説明書による。 
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上下水道局規程 
那覇市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第８号  

平 成 2 6 年 ６ 月 ３ 日   

公 布 済  

 

 

 

那覇市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   
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上下水道局告示 
那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第７号  

平 成 2 6 年 ５ 月 2 0 日  

掲 示 済   

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

 

那覇市下水道条例第 11 条の規定に基づき、次のとおり新規指定があったので告

示する。 

 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   

 

 

 

新 規 指 定 

 

      指定（登録）番号  第 468 号 

      指定工事店名  株式会社 沖縄プラスチック産業 

      営業所所在地  糸満市西崎町５丁目５番地の５ 

代表者名    玉城 英治   

有効期間    自 平成 26年４月 30日 

              至 平成 31年３月 31日 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 
那覇市上下水道局告示第８号  

平 成 2 6 年 ６ 月 ２ 日   

掲 示 済   

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１号の規定に基づき、 

別紙のとおり告示する。 

 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   

 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

     

     

登

録 
事   業   者 

事 業 所 の 所 在 

地 
代 表 者 指定年月日 

番

号 

423 ㈱ 沖縄プラスチック産業 
糸満市西崎町五丁目

５番地の５ 
玉城 英治 

平成 26年 

５月 21日 

  
 

 
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



      那 覇 市 公 報    第１６２２号   2014（平成26）年6月16日 

 832 

 

教育委員会規則 
那覇市情報公開条例施行規則 

那覇市教育委員会規則第９号  

平 成 2 6 年 ５ 月 2 8 日  

公 布 済  

 

 

 

 那覇市情報公開条例施行規則をここに公布する。 

 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  添 石 幸 伸  
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那覇市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部

を改正する規則 
那覇市教育委員会規則第 10 号  

平 成 2 6 年 ５ 月 2 8 日  

公 布 済  

 

 

 

 那覇市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  添 石 幸 伸  
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那覇市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部を改正する規則 
那覇市教育委員会規則第 11 号  

平 成 2 6 年 ５ 月 2 8 日  

公 布 済  

 

 

 

 那覇市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  添 石 幸 伸  
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那覇市立学校適正規模等審議会規則の一部を改正する規則 
那覇市教育委員会規則第 12 号  

平 成 2 6 年 ５ 月 2 8 日  

公 布 済  

 

 

 

 那覇市立学校適正規模等審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  添 石 幸 伸  
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教育委員会教育長訓令 
那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 

那覇市教育委員会教育長訓令第４号 

平  成 26 年 ５ 月 28 日 

公       表       済 

 

 

 

 那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

那覇市教育委員会 

教育長 渡 慶 次 克 彦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      那 覇 市 公 報    第１６２２号   2014（平成26）年6月16日 

 839 
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那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令 
那覇市教育委員会教育長訓令第５号 

平  成 26 年 ５ 月 28 日 

公       表       済 

 

 

 

 那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

那覇市教育委員会 

教育長 渡 慶 次 克 彦  
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選挙管理委員会告示 
 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
那覇市選挙管理委員会告示第５号  

平 成 2 6 年 ６ 月 ２ 日   

掲 示 済  

 

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第４条の

２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第

76条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第

４条第 11項及び第５条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

は、それぞれ次のとおりである。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数      ５，０２７人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数     ８３，７８４人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数     ４１，８９２人 
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那覇市情報公開条例施行規程の全部を改正する告示 
那覇市選挙管理委員会告示第６号  

平 成 2 6 年 ６ 月 ２ 日   

掲 示 済  

 

 

那覇市情報公開条例施行規程の全部を改正する(告示) 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

那覇市情報公開条例施行規程（昭和 63 年選挙管理委員会告示第 4 号）の全部を

次のように改正する。 

改正前 改正後 

(趣旨) (趣旨) 

第 1条 この規程は、那覇市選挙管理委

員会の管理する公文書の公開等につ

いて那覇市情報公開条例(昭和 63 年

那覇市条例第 1 号

第 1 条 この規程は、那覇市選挙管理委

員会の管理する公文書の公開等につい

て那覇市情報公開条例(

。以下「条例」と

いう。)の施行に関し必要な事項を定

める。 

平成 26 年那覇

市条例第 26号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定める。 

(条例の施行) (条例の施行) 

第 2条 条例の施行については、次条そ

の他別に定める場合のほか、那覇市

情報公開条例施行規則(昭和 63 年那

覇市規則第 1号

第 2 条 条例の施行については、次条そ

の他別に定める場合のほか、那覇市情

報公開条例施行規則(

)の規定の例による。 

平成 26 年那覇市

規則第 12号)の規定の例による。 

(事務の委任) (事務の委任) 

第 3条 那覇市選挙管理委員会は、地方

自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 18

0条の 7の規定に基づき、次に掲げる

事務を市長事務部局の総務部総務課

主幹

第 3 条 那覇市選挙管理委員会は、地方

自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 180

条の 7 の規定に基づき、次に掲げる事

務を市長事務部局の総務部総務課

に委任する。 

情報

公開担当職員に委任する。 

(1) 条例第 7条 (1) 条例の規定による公開請

求の受付及び受理に関すること。 

第6条第1項の規定による公

開請求の受付及び受理に関するこ

と。 

(2) 条例第 11 条第 1 項 (2) 条例の規定によ

る不服申立ての受付及び受理に関

すること。 

第 19条第 1項の規定による

不服申立ての受付及び受理に関する

こと。 
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備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する

改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

この告示は、平成 26年 7月 1日から施行する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示 
那覇市選挙管理委員会告示第７号  

平 成 2 6 年 ６ 月 ２ 日   

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

那覇市選挙管理委員会規程の一部を改正する（告示） 

 

 

那覇市選挙管理委員会規程(昭和 47年 10月選挙管理委員会告示第 38号)の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第７章 専決事項 第７章 専決事項 

（局長の専決事項） （局長の専決事項） 
第 23 条 次に掲げる事項は、局長がこ

れを専決するものとする。ただし、重要

又は異例に属すると認める事項は、委員

長の指揮を受けるものとする。 

第 23条 次に掲げる事項は、局長がこ

れを専決するものとする。ただし、重

要又は異例に属すると認める事項は、

委員長の指揮を受けるものとする。 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

(7) 公文書の公開又は非公開に関する

こと。 

(7) 公文書の公開又は非公開に関す

ること。ただし、那覇市情報公開

条例(平成 26 年那覇市条例第 26

号)第9条第1項の規定による公文

書の公開又は同条例第10条第1項

若しくは第11条第1項の規定によ

る公開請求の拒否の決定に関する

ことを除く。 

備考 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応す

る改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合に

は、当該改正後部分を加える。 
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   付 則 

 この告示は、平成 26年 7月 1日から施行する。 

 

 

 

監査委員公表 
 

平成 25 年度後期定期監査の結果に対する措置について（公表） 
那監公表第３ 号  

平成 26 年６月 16日  

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同     宮 里 善 博  

同     翁 長 俊 英  

同     亀 島 賢 二 郎   

 

 

平成 25年度後期定期監査の結果に対する措置について（公表） 

 

 

平成 25年度後期定期監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講

じた措置について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 12項の規定

により、那覇市議会議長及び那覇市長から通知があったので、別添のとおり公表し

ます。 
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平成25年度定期監査（後期）の結果に伴う措置状況について 

 

市民文化部 

○ 市民生活安全課 

効果的な補助事業の執行について（注意事項） 

那覇市自治会等保安灯電気料相当額補助金は、自治会等が負担する保安灯に

係る電気料を算定基礎として、自治会等の活性化に資することを目的とする事

業に対し交付するものである。しかし、自治会の活性化事業に対しては、まち

づくり協働推進課からも別途、補助金が支出されている。 

自治会の活性化事業に対して異なる部署で補助金を支出することは事務事

業を効果的に進めるという観点から適切でなく、所管のあり方も含め補助事業

の執行の見直しを検討されたい。 

 

□ 注意事項に関する措置 

当該補助事業は、保安灯の設置により全市的な防犯を進めるため、より多く

の保安灯設置につなげることを目的に保安灯の維持管理を行っている団体の

負担軽減を図り、安全で住みよいまちづくりを進める事業です。 

さらに当該補助金により、保安灯の維持管理を行う団体の経費負担が減り、

活動が活性化されることも目的の一つであります。 

当該事業補助の対象団体には、委託を行っている自治会以外の団体や通り会

など様々な形態があり、防犯関係の所管である当課において事業実施を行って

います。 

注意事項については、自治会担当課の「まちづくり協働推進課」とも補助金

について意見交換を行い検討したいと考えます。 

 

○ まちづくり協働推進課 

 委託料の支払方法について（是正事項） 

那覇市連絡事務委託料は、行政連絡事務を自治会に委託することにより、市

政の円滑な運営を図ることを目的として、資金前渡により支払われている。経

費を職員に前もって交付し支払先に支出する資金前渡は支出の特例であり、資

金前渡のできる経費を規定した那覇市会計規則第54条には委託料は含まれて

いない。当該規則を遵守し、適正な予算の執行に努められたい。 

 

□ 是正事項に関する措置 

那覇市連絡事務委託料の支払については、同委託料の性質を検討した結果、

平成26年度より、前金払いにて行うこととします。 

 

○ 文化振興課 

伝統芸能・文化の継承発展補助事業について（要望事項） 

伝統芸能・文化の継承発展補助事業は、地域の歴史と深く関わる伝統芸能・

文化の継承発展に取組む文化団体等に対する経費等を補助するものである。 

平成 25年度の交付先団体への補助対象経費は、主に赤毛・タスキハチマキ、

少年獅子衣装、三線セット等の物品である。当該事業の補助金交付要綱に基づ

き、１件当たり 50 万円以上の取得財産等については、取得財産等管理台帳を
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備えることとしている。 

50万円未満の取得物品についても、口頭で管理指導を行っているが、継続か

つ効果的に管理できるよう文書にて指導され、補助事業による取得物品が適切

に管理されるよう努められたい。 

 

□ 要望事項に関する措置 

   50万円未満の取得物品についても、購入備品一覧表にて提出を義務化し、適

切に管理出来るように、平成 25 年度の交付先団体にも平成 26 年 4 月 16 日付

け購入備品一覧表の提出を依頼し、提出頂いております。 

 

 

議会事務局 

○ 議会事務局（庶務課・議事管理課・議事調査課） 

(1) 公印改廃の事務決裁について（注意事項） 

平成 23 年度後期定期監査で指摘を受けて、議会事務局の公印の改廃が行わ

れた。那覇市議会公印規程第６条で公印の改廃については、議長決裁と規定さ

れているにも関わらず、事務局長決裁で処理されていた。当該規程を遵守し、

適切な事務処理を行われたい。 

 

□ 注意事項に関する措置 

   今後、那覇市議会公印規程に基づき適切な事務処理に努めてまいります。 

 

(2) 議員への事務連絡方法について（要望事項） 

本市議会議員の大半が事務連絡用として、議会事務局で賃借しているファク

シミリを希望する議員に貸与している。パソコンや携帯電話等が普及している

状況において、自宅内外で受信できる電子メールは利便性が高い。ファクシミ

リで行っている事務連絡手段について、事務の効率性・経済性の観点から、他

の電子通信機器を含めて見直しを検討されたい。 

 

□ 要望事項に関する措置 

議員への事務連絡の手段については、議員の要望を確認しファクシミリや、

携帯電話等で対応しているところです。現在、議会事務局が議員に貸与してい

るファクシミリは 24 台となっており、今後どのような通信手段が可能か議員

の要望を踏まえ検討してまいります。 

 

 

上下水道局 

○ 総務課                          

予定価格調書等の作成年月日未記載について（注意事項） 

上下水道局における契約事務全般について（工事契約を除く。）、予定価格調

書、最低制限価格調書の作成年月日の未記載が散見された。いずれの調書にも

日付欄のないことが原因と思われる。契約事務の透明性確保の観点から、各様

式の見直しと併せてマニュアルを整備し適切な事務処理に努められたい。 
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□ 注意事項に関する措置 

予定価格調書等の様式はすでに平成25年７月に変更し日付欄を設けており

ます。また市長事務部局の契約事務マニュアルを活用し適切な事務処理に努め

てまいります。 

 

○ 料金サービス課                       

水道メーター検針業務の自治会への委託について（要望事項） 

水道メーター検針業務の一部については、「行政と市民との協働のまちづく

り」の観点から、各自治会の活動が活性化される等の目的で、４ヶ所の自治会

との随意契約となっている。 

自治会に支払われた委託料については、すべて検針従事者に対する報酬とな

っていることから、自治会の活性化に寄与するという契約の趣旨に照らし妥当

かどうか、契約のあり方について検討されたい。 

 

 □ 要望事項に関する措置 

 本局では、水道メーター検針業務の一部について「行政と市民との協働のま

ちづくり」の観点から、希望のあった４ヶ所の公営住宅自治会と個別に業務委

託契約を締結しております。 

平成 26 年７月からは希望のある２ケ所の公営住宅自治会が加わり、合計６

自治会になる予定です。 

   契約のあり方については、同委託業務の意義等を仕様書に記載することで自

治会の活性化に寄与するという契約の趣旨を明確にしたいと考えております。  

検針業務従事者である自治会長や会員が、検針業務をとおして、公営住宅居

住者への声かけや１人世帯者の安否確認を行うなどにより、住民同士の交流を

図ることで、自治会加入者数を促進するなど自治会の活性化に寄与できるもの

と考えています。 

 

○ 工務課 

予定価格調書の適切な保存について（注意事項） 

図面用複写機賃貸借契約は、入札手続きを２回行っている。第１回目は入札

日の前日までに全指名業者が辞退したことから入札に至らず、第２回目で落札

している。第１回目入札の予定価格調書について、当該文書は誤って廃棄され

たということである。予定価格調書は、契約関係の書類として重要であり上下

水道局文書取扱規程第41条により５年間保存することとされている。文書取扱

規程に基づいた適切な文書管理に努められたい。 

 

□ 注意事項に関する措置 

今後はこのようなことがないように留意し適切な文書管理に努めます。（総

務契約検査係） 

 

○ 下水道課                         

土地物件収益に係る収入調定及び収入について（注意事項） 

土地物件収益に係る収入調定及び収入のうち、美栄橋雨水ポンプ場予定地の

貸付分とその他の貸付分に係る収入調定及び収入の方法が異なっている。美栄

橋雨水ポンプ場予定地の貸付分に関しては、納入義務者からの収入があった時
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点で直接、収入調定及び収入の事務処理を行っている。その他の貸付分に係る

土地物件収益については、下水道用地として収納すべき分と一般会計が収納す

べき土地に係る分が混在しているとの理由により、３月に一般会計への納付分

と下水道用地分を確定している。しかし、その他の貸付分10件中７件は、下水

道用地単独の貸付分であり、美栄橋雨水ポンプ場予定地の貸付分と同様の収入

調定及び収入の方法が可能である。 

那覇市水道事業及び下水道事業会計規程の規定に基づき、適切な収納事務を

行われたい。 

 

□ 注意事項に関する措置 

平成26年度から土地物件収益に係る収入調定については、収入がある時点で、

下水道用地は土地物件収益、法定外用地は預り金として収入調定を行い、下水

道用地と法定外用地が混在している箇所についても、面積に応じて土地物件収

益と預り金に分けて収入調定を行ってまいります。 

また、法定外用地分の収益は、まとめて年度末に本庁の一般会計への繰入れ

を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

正    誤 
那覇市広報第 1617 号の正誤 

 

○那覇市公報第 1617号の正誤 

2014（平成 26）年４月１日付け那覇市公報第 1617 号に登載された那覇市教育委

員会規則第７号について、次のとおり訂正する。 

ページ 訂正箇所 
訂正内容 

訂正前 訂正後 

72 上から 15行目 それぞれの 、それぞれの 

72 下から 8行目 通知して行なう。 通知して行う。 

72 下から 9行目 副議長に 副議長が 

73 上から 9行目 決定ついては、 決定については、 
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